
伊 丹 市 都 市 景 観 条 例 施 行 規 則  

伊 丹 市 都 市 景 観 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 ２ 年 伊 丹 市 規 則 第 ５ 号 ） の 全 部

を 改 正 す る 。  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は ， 伊 丹 市 都 市 景 観 条 例 （ 平 成 １ ８ 年 伊 丹 市 条 例 第

４ １ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 及 び 景 観 法 （ 平 成 １ ６ 年 法 律 第 １

１ ０ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も

の と す る 。  

（ 用 語 ）  

第 ２ 条  こ の 規 則 に お い て 使 用 す る 用 語 の 意 義 は ， 条 例 に お い て 使 用

す る 用 語 の 意 義 の 例 に よ る 。  

（ 景 観 計 画 の 提 案 団 体 ）  

第 ３ 条  条 例 第 １ １ 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 団 体 は ， ま ち づ く り の

推 進 を 図 る 活 動 を 行 う こ と を 目 的 と し て 設 立 さ れ た 団 体 で ， 次 に 掲

げ る 要 件 に 該 当 す る も の と す る 。  

⑴  営 利 を 目 的 と し な い こ と 。  

⑵  構 成 員 の ２ 分 の １ 以 上 が 法 第 １ １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 土 地 の 区

域 内 の 土 地 所 有 者 等 （ 同 項 に 規 定 す る 土 地 所 有 者 等 を い う 。 ） で

あ る こ と 。  

⑶  法 人 格 を 有 し な い 団 体 に あ っ て は ， 代 表 者 の 定 め の あ る 規 約 を

有 し て い る こ と 。  

（ 都 市 景 観 デ ザ イ ン 審 査 に 係 る 行 為 の 届 出 等 ）  

第 ３ 条 の ２  条 例 第 １ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は ， 都 市 景 観 デ  

 ザ イ ン 審 査 に 係 る 行 為 の 届 出 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に よ り 行 う も の と  

 す る 。  

２  建 築 物 の 新 築 ， 増 築 ， 改 築 ， 又 は 移 転 に 係 る 条 例 第 １ ４ 条 第 １  

項 の 規 則 で 定 め る 図 書 は ， 次 に 掲 げ る 図 書 と す る 。  

⑴  都 市 景 観 勘 案 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

⑵  届 出 に 係 る 敷 地 又 は 土 地 （ 以 下 「 対 象 敷 地 等 」 と い う 。 ） 及  

び そ の 周 辺 の 状 況 を 表 示 す る 図 面 で 縮 尺 ２ ， ５ ０ ０ 分 の １ 以 上  



の も の  

⑶  対 象 敷 地 及 び そ の 周 辺 の 状 況 を 示 す 写 真  

⑷  建 築 物 等 の 配 置 図 又 は 土 地 利 用 計 画 図 で 縮 尺 ２ ０ ０ 分 の １ 以  

上 の も の  

⑸  各 部 の 仕 上 げ ， 色 彩 の マ ン セ ル 値 及 び 屋 上 の 設 備 機 器 が 記 載  

さ れ た 各 面 の 彩 色 立 面 図 で 縮 尺 ２ ０ ０ 分 の １ 以 上 の も の  

⑹  門 ， 塀 ， フ ェ ン ス ， 舗 装 等 の 配 置 ， 仕 上 げ 及 び 色 彩 並 び に 植  

栽 の 樹 種 ， 樹 高 ， 配 置 が 記 載 さ れ た 外 構 平 面 図 で 縮 尺 ２ ０ ０ 分  

の １ 以 上 の も の  

⑺  道 路 そ の 他 の 公 共 の 場 所 か ら 見 た 彩 色 を 施 し た 透 視 図 で ， 周  

辺 の 状 況 を 確 認 で き る も の  

⑻  屋 上 部 ， バ ル コ ニ ー 部 等 に 設 置 す る 設 備 機 器 が 記 載 さ れ た 各  

階 平 面 図 で 縮 尺 ２ ０ ０ 分 の １ 以 上 の も の  

⑼  建 築 物 等 の 断 面 図 で 縮 尺 ２ ０ ０ 分 の １ 以 上 の も の  

⑽  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 参 考 と な る べ き 事 項 を 記 載 し た  

図 書  

３  建 築 物 の 外 観 を 変 更 す る こ と と な る 修 繕 若 し く は 模 様 替 え 又 は  

色 彩 の 変 更 ， 工 作 物 の 建 設 等 及 び 広 告 物 の 建 設 等 に 係 る 条 例 第 １  

４ 条 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 図 書 は ， 前 項 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 及  

び 第 １ ０ 号 に 掲 げ る 図 書 と す る 。  

４  開 発 行 為 に 係 る 条 例 第 １ ４ 条 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 図 書 は ， 第  

２ 項 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 及 び 第 １ ０ 号 に 掲 げ る 図 書 の ほ か ， 次  

に 掲 げ る 図 書 と す る 。  

⑴  開 発 区 域 の 境 界 ， 区 域 内 の 土 地 利 用 の 区 分 が な さ れ て い る 配  

置 図 ・ 土 地 利 用 計 画 図 で 縮 尺 ５ ０ ０ 分 の １ 以 上 の も の  

⑵  造 成 計 画 図 で 縮 尺 ５ ０ ０ 分 の １ 以 上 の も の  

５  市 長 は ， 行 為 の 規 模 が 大 き い た め ， 第 ２ 項 ， 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項  

に 規 定 す る 縮 尺 の 図 書 に よ っ て は そ の 内 容 が 適 切 に 表 示 で き な い  

場 合 に は ， 当 該 行 為 の 規 模 に 応 じ て ， 市 長 が 適 切 と 認 め る 縮 尺 の  

図 書 を も っ て ， こ れ ら の 図 書 に 替 え る こ と が で き る 。  



６  市 長 は ， 第 ２ 項 ， 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 当 該  

各 項 各 号 に 掲 げ る 図 書 の 添 付 の 必 要 が な い と 認 め る と き は ， こ れ  

を 省 略 さ せ る こ と が で き る 。  

７  条 例 第 １ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 形 態 ， 色 彩 そ の 他 の 規 則 で 定 め  

る 事 項 は ， 意 匠 ， 仕 上 げ ， そ の 他 こ れ に 類 す る 行 為 を 変 更 す る 行  

為 と す る 。  

８  条 例 第 １ ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は ， 都 市 景 観 デ ザ イ ン 審  

 査 に 係 る 行 為 の 変 更 届 出 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 市 長 に 提 出 し て 行 わ  

 な け れ ば な ら な い 。  

９  都 市 景 観 デ ザ イ ン 審 査 に 係 る 行 為 の 変 更 届 出 書 に は ， 当 該 変 更  

の 内 容 を 明 ら か に す る 図 書 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 景 観 計 画 区 域 内 に お け る 行 為 の 届 出 ）  

第 ４ 条  景 観 法 施 行 規 則 （ 平 成 １ ６ 年 国 土 交 通 省 令 第 １ ０ ０ 号 。 以 下

「 省 令 」 と い う 。 ） 第 １ 条 第 １ 項 の 届 出 書 は ， 景 観 計 画 区 域 内 に お

け る 行 為 の 届 出 （ 通 知 ） 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ る 。  

２  法 第 １ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者 は ， 当 該 届 出 に 係 る

行 為 の 完 了 の 日 前 に 住 所 又 は 氏 名 に 変 更 が あ っ た と き は ， 速 や か に

書 面 で 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

３  法 第 １ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 は ， 景 観 計 画 区 域 内 に

お け る 行 為 の 変 更 届 出 （ 通 知 ） 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 行 う も の と

す る 。 こ の 場 合 に お い て ， 省 令 第 １ 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 図 書 及 び

次 条 に 定 め る 図 書 の う ち 当 該 変 更 の 内 容 を 明 ら か に す る 図 書 を 添 付

し な け れ ば な ら な い 。  

（ 景 観 計 画 区 域 内 に お け る 行 為 の 届 出 に 添 付 す る 図 書 ）  

第 ５ 条  条 例 第 １ ５ 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 図 書 は ， 届 出 に 係 る 建

築 物 等 を 道 路 そ の 他 の 公 共 の 場 所 か ら 見 た 透 視 図 で ， 彩 色 を 施 し た

も の と す る 。  

（ 適 合 通 知 ）  

第 ６ 条  市 長 は ， 法 第 １ ６ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ

っ た 場 合 に お い て ， そ の 届 出 に 係 る 行 為 が 景 観 計 画 に 定 め ら れ た 当



該 行 為 に つ い て の 制 限 に 適 合 す る と 認 め る と き は ， 景 観 計 画 区 域 内

に お け る 行 為 制 限 の 適 合 通 知 書 に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

（ 勧 告 ）  

第 ７ 条  法 第 １ ６ 条 第 ３ 項 又 は 条 例 第 １ ９ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る

勧 告 は ， 勧 告 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 勧 告 に 従 わ な い 者 の 公 表 等 ）  

第 ７ 条 の ２  条 例 第 １ ６ 条 第 １ 項 （ 条 例 第 １ ９ 条 の ３ 第 ２ 項 に お い  

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 公 表 は ， 次 に 掲 げ る 事 項  

を 告 示 に よ り 行 う も の と す る 。  

⑴  勧 告 を 受 け た 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 そ の 他 の 団 体 に あ た っ  

 て は ， そ の 名 称 ， 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）  

⑵  勧 告 に 係 る 行 為 の 場 所 及 び 内 容  

⑶  勧 告 を し た 措 置 の 内 容  

（ 規 則 で 定 め る 工 作 物 ）  

第 ７ 条 の ３  条 例 第 １ ７ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 工  

作 物 は ， 金 網 と す る 。  

（ 命 令 ）  

第 ８ 条  法 第 １ ７ 条 第 １ 項 ， 第 ５ 項 ， 法 第 ２ ３ 条 第 １ 項 又 は 法 第 ３ ２

条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 命 令 は ， 命 令 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に よ り 行 う も

の と す る 。  

（ 身 分 証 明 書 ）  

第 ９ 条  法 第 １ ７ 条 第 ７ 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 又 は 立 入 調 査 に 係 る

同 条 第 ８ 項 の 証 明 書 は ， 身 分 証 明 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に よ る 。  

（ 行 為 完 了 の 届 出 等 ）  

第 ９ 条 の ２  条 例 第 １ ９ 条 の ２ の 規 定 に よ る 届 出 は ， 都 市 景 観 デ ザ イ

ン 審 査 の 行 為 の 完 了 ・ 中 止 届 出 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） に ， 次 に 掲 げ る 図

書 を 添 付 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

⑴  行 為 完 了 後 の 状 況 を 示 す カ ラ ー 写 真  

⑵  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る も の  

（ 景 観 重 要 建 造 物 の 指 定 の 告 示 ）  



第 １ ０ 条  条 例 第 ２ ０ 条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は ， 次 に 掲 げ る 事

項 と す る 。  

⑴  指 定 番 号 及 び 指 定 の 年 月 日  

⑵  景 観 重 要 建 造 物 の 名 称  

⑶  景 観 重 要 建 造 物 の 所 在 地  

⑷  指 定 の 理 由 と な っ た 外 観 の 特 徴  

⑸  法 第 １ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 土 地 そ の 他 の 物 件 の 範 囲  

（ 景 観 重 要 建 造 物 の 標 識 ）  

第 １ １ 条  法 第 ２ １ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 標 識 は ， 様 式 第 １ ０ 号 に よ る 。  

（ 景 観 重 要 建 造 物 に 係 る 行 為 完 了 の 届 出 ）  

第 １ １ 条 の ２  条 例 第 ２ ０ 条 の ２ の 規 定 に よ る 届 出 は ， 行 為 の 場 所 ，

行 為 完 了 年 月 日 を 記 載 し た 書 面 に ， 行 為 完 了 後 の 状 況 を 示 す カ ラ

ー 写 真 を 添 付 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 景 観 重 要 建 造 物 の 管 理 の 方 法 の 基 準 ）  

第 １ ２ 条  条 例 第 ２ ２ 条 第 １ 項 第 ４ 号 の 管 理 の 方 法 の 基 準 と し て 規 則

で 定 め る も の は ， 次 に 掲 げ る 基 準 と す る 。  

⑴  景 観 重 要 建 造 物 が 滅 失 す る お そ れ が あ る と 認 め る と き は ， 直 ち

に 市 長 と 協 議 し て ， 当 該 景 観 重 要 建 造 物 の 滅 失 を 防 ぐ 措 置 を 講 じ

る こ と 。  

⑵  景 観 重 要 建 造 物 を 損 傷 す る お そ れ の あ る 枯 損 し た 木 竹 又 は 危 険

な 木 竹 は ， 速 や か に 伐 採 す る こ と 。  

⑶  法 第 １ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 土 地 そ の 他 の 物 件 に 存 す る 樹 木 で ，

景 観 重 要 建 造 物 と 一 体 と な っ て 良 好 な 景 観 を 形 成 し て い る も の に

あ っ て は ， 条 例 第 ２ ７ 条 各 号 に 掲 げ る 基 準 に 準 じ て 管 理 す る こ と 。  

（ 景 観 重 要 建 造 物 の 指 定 の 解 除 の 告 示 ）  

第 １ ３ 条  条 例 第 ２ ４ 条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は ， 第 １ ０ 条 各 号

（ 第 ４ 号 を 除 く 。 ） に 掲 げ る 事 項 並 び に 指 定 の 解 除 の 理 由 及 び 解 除

の 年 月 日 と す る 。  

（ 景 観 重 要 樹 木 の 指 定 の 告 示 ）  

第 １ ４ 条  条 例 第 ２ ５ 条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は ， 次 に 掲 げ る 事



項 と す る 。  

⑴  指 定 番 号 及 び 指 定 の 年 月 日  

⑵  景 観 重 要 樹 木 の 樹 種  

⑶  景 観 重 要 樹 木 の 所 在 地  

⑷  指 定 の 理 由 と な っ た 樹 容 の 特 徴  

（ 景 観 重 要 樹 木 の 標 識 ）  

第 １ ５ 条  法 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 標 識 は ， 様 式 第 １ １ 号 に よ る 。  

（ 景 観 重 要 樹 木 の 管 理 の 方 法 の 基 準 ）  

第 １ ６ 条  条 例 第 ２ ７ 条 第 ３ 号 の 管 理 の 方 法 の 基 準 と し て 規 則 で 定 め

る も の は ， 次 に 掲 げ る 基 準 と す る 。  

⑴  景 観 重 要 樹 木 の 滅 失 ， 枯 死 等 を 防 ぐ た め ， そ の 保 育 の 状 況 を 定

期 的 に 点 検 す る こ と 。  

⑵  景 観 重 要 樹 木 が 滅 失 ， 枯 死 等 を す る お そ れ が あ る と 認 め る と き

は ， 直 ち に 市 長 と 協 議 し て 当 該 景 観 重 要 樹 木 の 滅 失 ， 枯 死 等 を 防

ぐ 措 置 を 講 じ る こ と 。  

（ 景 観 重 要 樹 木 の 指 定 の 解 除 の 告 示 ）  

第 １ ７ 条  条 例 第 ２ ９ 条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は ， 第 １ ４ 条 第 １

号 か ら 第 ３ 号 ま で に 掲 げ る 事 項 並 び に 指 定 の 解 除 の 理 由 及 び 解 除 の

年 月 日 と す る 。  

（ 都 市 景 観 形 成 建 築 物 の 指 定 等 の 通 知 及 び 告 示 ）  

第 １ ８ 条  条 例 第 ３ ０ 条 第 ４ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は ， 次 に 掲 げ る 事

項 と す る 。  

⑴  指 定 番 号 及 び 指 定 の 年 月 日  

⑵  都 市 景 観 形 成 建 築 物 の 名 称  

⑶  都 市 景 観 形 成 建 築 物 の 所 在 地  

⑷  指 定 に あ っ て は ， 指 定 の 理 由 と な っ た 外 観 の 特 徴  

⑸  指 定 の 解 除 に あ っ て は ， 都 市 景 観 形 成 建 築 物 の 解 除 の 年 月 日  

（ 都 市 景 観 形 成 建 築 物 の 標 識 ）  

第 １ ９ 条  条 例 第 ３ ０ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 標 識 は ， 様 式 第 １ ２ 号 に よ

る 。  



（ 都 市 景 観 形 成 建 築 物 に 係 る 行 為 の 届 出 ）  

第 ２ ０ 条  条 例 第 3 2条 の 規 定 に よ る 届 出 は ， 都 市 景 観 形 成 建 築 物 現 状

変 更 届 出 書 （ 様 式 第 １ ３ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。 届 け 出 た 内 容

を 変 更 し よ う と す る と き も ， 同 様 と す る 。  

２  前 項 の 届 出 を し た 者 は ， 当 該 届 出 に 係 る 行 為 を 完 了 し ， 又 は 中 止

し た と き は ， 速 や か に そ の 旨 を 都 市 景 観 形 成 建 築 物 現 状 変 更 行 為 完

了 ・ 中 止 届 出 書 （ 様 式 第 １ ４ 号 ） に よ り 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら

な い 。  

（ 面 積 及 び 高 さ の 算 定 方 法 ）  

第 ２ １ 条  条 例 第 ３ ６ 条 に 規 定 す る 建 築 物 等 の 建 築 面 積 及 び 水 平 投 影

面 積 並 び に 建 築 物 等 の 高 さ の 算 定 方 法 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に

応 じ ， 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  建 築 物 の 建 築 面 積  建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ５ 年 政 令 第 ３ ３

８ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 の 例 に よ る 。  

⑵  工 作 物 （ 建 築 物 を 除 く 。 以 下 こ の 号 及 び 第 ４ 号 に お い て 同 じ 。 ）

の 水 平 投 影 面 積  工 作 物 の 地 上 部 分 の 水 平 投 影 面 積 に よ る 。  

⑶  建 築 物 の 高 さ  地 盤 面 （ 建 築 物 が 周 囲 と 接 す る 位 置 の 平 均 の 高

さ に お け る 水 平 面 を い い ， そ の 接 す る 位 置 の 高 低 差 が ３ メ ー ト ル

を 超 え る 場 合 に お い て は ， そ の 接 す る 位 置 の う ち 最 も 低 い 位 置 か

ら の 高 さ が ３ メ ー ト ル を 超 え な い 範 囲 内 の 当 該 建 築 物 が 周 囲 の 地

面 と 接 す る 位 置 の 平 均 の 高 さ に お け る 水 平 面 と す る 。 ） か ら の 高

さ に よ る 。  

⑷  工 作 物 の 高 さ  工 作 物 が 周 囲 の 地 面 と 接 す る 位 置 の う ち ， 最 も

低 い 位 置 の 高 さ に お け る 水 平 面 か ら の 高 さ に よ る 。  

（ 細 則 ）  

第 ２ ２ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か ， こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

付  則  

こ の 規 則 は ， 平 成 １ ８ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  



こ の 規 則 は ， 平 成 ２ ７ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 第 １ １ 条 の

次 に １ 条 を 加 え る 改 正 規 定 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 


